--------------------------
規則
--------------------------
高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成26年３月　日
高知県知事　尾﨑　正直
高知県規則第　号
高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則の
一部を改正する規則
高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則（平成16年高知県規則第71号）の一部を次のように改正する。
第１条中「。以下」を「。次条において」に改め、「（以下「プラザ」という。）」を削り、「に関して」を「に関し」に改める。
第２条を次のように改める。
（多目的室及び音楽スタジオの附属設備の計算単位当たりの使用料の額）
第２条　消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例（昭和33年高知県条例第１号）第70条の４に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えることとなる条例別表第２の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。
第３条及び第４条を削る。
別表を次のように改める。


附　則
この規則は、平成26年４月１日から施行する。







































規　則
◎高知県立塩見記念青少年プラザの使用料に関する規則の一部を改正する規則

